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計画期間 

 

（令和６年４月１日変更） 

（令和７年４月１日変更） 

（令和８年４月１日変更） 

 

 

 

 

  
北海道夕張市 

自 令和５年４月１日 

至 令和15年３月31日 

 



  

変 更 理 由 

 地域森林計画に適合させるための変更 

 公益的機能別施業森林等の変更 

変 更 内 容 

Ⅱ森林の整備に関する事項 第８その他必要な事項 

 （２）林業事業体の経営体質強化 

・Ⅲ森林の保護に関する事項 第２森林病害虫の駆除及び 

 予防、火災の予防その他の森林の保護に関する事項 

（１） 森林病害虫等の駆除及び予防の方針及び方法 

 ５ その他必要な事項 

（１） 病虫害の被害を受けている等の理由により伐採を促 

進すべ林分 

・別表２ 公益的機能別施業森林における森林施業の方法 

     【道有林】 

変更計画が有効となる年月日  令和８年４月１日から適用 
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